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第４回 みなかみ町協働のまちづくり委員会 次第

日 時 平成２１年３月１２日（木）

午後７時～

場 所 役場本庁６階 第３会議室

１．開 会

２．委員長挨拶

３．協 議 事 項

（１）第３回委員会の会議録確認について

（２）委員からの情報共有の提案について（資料１・別表）

（３）まちづくり活動つなぎ資金貸付制度について（資料２）

（４）地域コミュニティづくりに向けて（資料３・４）

（５）今後の進め方について

（６）その他

次回委員会の開催について

第５回委員会 平成21年4月16日（木）19:00～ 役場本庁６階第３会議室

４．閉 会













提案№ 委員からの提案により見えてきたもの

提案１

①　地域とのつながり、コミュニケーションが大切

②　情報を一ヶ所に集めるシステム

③　地域ぐるみで解決に取り組むシステム・施設を学校区ごとに配置

提案２
①　情報提供の有効な手段の検討

②　担当職員と窓口の設置

提案３

①　機関紙の発行

②　タイムリーな情報提供（月数回・広報紙）

③　ルールブックを作成する（協働の基本ルールづくり）

提案４
①　住民の理解が重要

②　新しいシステムづくり

提案５ ①　町職員が出向いて情報提供する

提案６

①　情報を受ける側の関心度合いを高める

②　町民の意見を伝える場（意見回収の制度）

③　情報発信の工夫（再回覧）

④　コミュニティの充実

⑤　住民が地域コミュニティ単位で地域像を描く

⑥　計画立案・実施までのプロセスで自主的に参加

⑦　行政は住民の目線で財政的・技術的な支援

⑧　役割分担を明確化する

提案７
①　町民の皆さんに情報に目を向けてもらう（広報誌・ホーページ）

②　お知らせをする手段を検討（各戸）

提案８ ①　災害時等の情報の共有（情報伝達経路網）の確立

提案９
①　情報発信に加えた地域コミュニティの形成

②　人から人への情報（地域における定期的な会合の場）

       　 １．地域のコミュニティづくり
　　　　　　（まちづくりの主体づくり）

　　　　２．情報共有の仕組みづくり

　　　　３．財政・人的支援が必要

　　　 ４．担当職員の配置など

組織があって成り立つもの

①　設置単位は、３地区なのか・９地区なのか？
②　情報銀行の機能を持たせることも可能では
③　地域コミュニティづくりの補助金制度の創設
④　つなぎ資金制度の創設（テーマコミュニティ）
⑤　まちづくりアドバイザー支援など

①今後、計画的に地域コミュニティ
　の構築に向けて進めてほしい。

②平成２１年度から仕組みを段階
　的に作っていく。

③区長や議会等の合意形成が必要

資料１（別表） 平成２１年３月１２日配付資料
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（平成２１年３月１２日配布資料）

まちづくり活動つなぎ資金貸付制度の概要

１．制度創設までの経緯

町内のＮＰＯ法人や任意団体等が国・県等の補助助成を受けて事業を行った

場合は、事業が完了しても諸手続が整わないと補助金等が交付されません。

事業実施にあたっては、補助金等を受け取るまでの間、その事業の経費の支

払いは、団体の資金で賄う必要がありますが、個人で立て替えるなど、資金繰

りに苦慮している状況です。

そこで、町では、補助金等を受け取るまでの間、円滑な事業の推進を図るた

めに基金を設置し、団体に無利子で貸し付ける「つなぎ資金貸付制度」を創設

することになりました。

２．基金の名称

みなかみ町まちづくり活動つなぎ資金貸付基金

３．基金の目的

みなかみ町における協働のまちづくりを推進し、地域の活性化が期待できる

公益的な事業であって、国、県又はその他の団体の補助金等交付決定を受けて

いる団体に対し、基金の範囲内において、補助金等を受け取るまでの間、補助

対象事業の経費の支払いに必要な資金（つなぎ資金）の貸付けを行い、まちづ

くり活動が円滑に行われることを目的とします。

４．基金の根拠条例

みなかみ町まちづくり基本条例（平成20年条例第31号）第16条第２項の規定

に基づいたものです。また、町は、つなぎ資金貸付基金条例・貸付条例・貸付

条例施行規則を定めます。

まちづくり基本条例第16条第２項（コミュニティの役割）

議会及び町は、まちづくりを支え合う自主的及び自立的なコミュニティ

、 、 。の役割を認識し 尊重するとともに その活動を支援することができます

５．基金の額

基金の額は、１，０００万円とします。
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６．貸付対象事業

次のすべての事項に該当する事業とします。

① 主たる活動が町内である事業

② 協働のまちづくりを推進し、地域の活性化が期待できる公益的な事業

③ 国、県又はその他の団体の補助金等交付決定を受けている事業

ただし、町長が特に認めた事業については、この限りではありません。

７．貸付対象団体

次のすべての事項に該当する団体とします。

① 町内に事務所等を有する団体

② 国、県又はその他の団体の補助金等交付決定を受けている団体

ただし、町長が特に認めた団体については、この限りではありません。

８．貸付金額

貸付金額は、補助金等交付決定額の80パーセント以内とします。

ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。

９．貸付条件

① 貸付利息 無利子

② 貸付期間 貸付けの日から補助金等を受け取った日以後14日以内まで

③ 償還方法 一括払い

１０．貸付申請

借受団体は、貸付けを受けようとするときは、貸付申請書に必要な書類を添

えて町に提出するものとします。

１１．貸付決定

町は、貸付申請書を審査し貸付けの可否を決定したときは、貸付決定・否決

定通知書により借受団体に通知します。

その後、借受団体は、貸付借用証書を町に提出することになります。また、

連帯保証人が必要となります。

１２．変更届

借受団体は、補助金等交付決定額に変更が生じたときは、変更届に必要な書

類を添えて町に提出するものとします。
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１３．貸付金の返還

次の事項に該当した場合は、貸付金を返還させるものとします。

① 補助金等交付決定を取り消されたとき

② 貸付金を貸付けの目的外に使用したとき

③ 虚偽又はその他不正な手段により貸付けを受けたとき

④ その他、町長が返還を命じたとき

１４．実績報告

借受団体は、貸付対象事業が完了したときは、実績報告書に必要な書類を添

えて町に提出するものとします。

１５．償還期日

借受団体は、補助金等を受け取った日以後14日以内に、貸付金を一括償還し

なければなりません。

、 、 。町は 一括償還がされたときは 貸付借用証書を返還し受領書を交付します

１６．帳簿による整理

町は、貸付決定に関する所要事項を貸付台帳に記載して整理します。
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（平成２１年３月１２日配付資料）

協働のまちづくり委員会検討資料

～コミュニティは、まちづくりの担い手～

平成20年4月1日に「みなかみ町まちづくり基本条例」が施行となり、この

条例に基づき「自助・互助・扶助」の精神を尊重し、町民、議会及び町がそ

れぞれの役割を担った「協働のまちづくり」を推進し、足腰の強い活力ある

みなかみ町を築いていくことになりました。

平成17年10月1日に旧月夜野町・旧水上町・旧新治村が合併し、今年で４年

目を迎えています。それぞれの地域には特色と個性があり、地域の暮らしや

すさを高めるためにも、その特色を活かした地域づくりを進めることが重要

であると考えます。

みなかみ町を構成する地域がそれぞれの個性を発揮しつつ、地域間の連携

を図りながら目指すべきみなかみ町を形成することが重要です。

これからの地域づくりは「自分でできることは自分で 「自分だけでできな」

いことは地域で補い 「それでもできないことは行政が行っていく」といった」

役割分担と、自分たちの住む地域をより住みやすく、そして未来を担う子供

たちへ活力ある町を残すためにはどうすればいいのか、住民一人ひとりが地

「 」 、域について考え 自分たちの地域は自分たちでつくる という意識を持って

地域づくりに参加することが重要です。

住民力の強さが、その地域の暮らしやすさを高め、地域の魅力となるよう

に思われます。

このようなことから、町は平成21年度より、地域が一体となって活動する

ためのコミュニティ組織（仮称まちづくり協議会「新設 ）を支援する補助制」

度を創設します。

それぞれの協議会が地域の特色と個性を活かした地域づくりを進め、地域

コミュニティの充実・強化を図り、地域の課題解決と住みよい活力ある地域

の実現を目指したいと考えています。

地域コミュニティづくりに向けて
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１．補助金の名称

みなかみ町地域コミュニティ活動支援事業補助金（仮称）

２．補助金の交付目的

地域が一体となって活動するコミュニティ組織「まちづくり協議

会（仮称 」が地域の特色と個性を活かした地域づくりを進め、地域）

コミュニティの充実・強化を図り、地域の課題解決と住みよい活力

ある地域の実現を目的に、町は協議会に対し補助金を交付します。

３．補助金の交付先

補助金の交付先は、旧町村単位の３地区に「まちづくり協議会」

を設置し、補助金を交付することを想定しています。

４．補助金の根拠条例

みなかみ町まちづくり基本条例（平成20年条例第31号）第16条第

２項の規定に基づいたものです。町は、地域コミュニティ活動支援

事業補助金交付要綱・事務取扱要領を定める予定です。

＜まちづくり基本条例第16条第２項（コミュニティの役割）＞

議会及び町は、まちづくりを支え合う自主的及び自立的なコミュニティ

の役割を認識し、尊重するとともに、その活動を支援することができます。

５．補助金額

平成２１年度の補助金額は、１地区３００万円を上限とします。

＜具体例＞

① 月夜野地区まちづくり協議会（仮称） ３００万円

② 水 上 地 区まちづくり協議会（仮称） ３００万円

③ 新 治 地 区まちづくり協議会（仮称） ３００万円

※ ただし、事業費が２００万円の場合は、補助金額は２００万円

となります。
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６．補助対象事業・補助率

次の①～③の事業を対象とします。ただし、まちづくり協議会の

承認が必要となります。

① まちづくり協議会の設立に向けた活動（補助率10／10）

② 事業計画等の作成に関する事業（補助率10／10）

③ 事業計画に基づく事業の実施（補助率2／3）

＜補助対象事業の条件・検討＞

① 同一事業は、原則３年まで補助対象とします。

② ソフト事業を対象とします。

③ 新規事業を対象とします。

④ 地域住民が主体となって実施する事業であって、より多くの住民

が参加することが必要です。

⑤ 事業は、一部の地域や団体が優先されないように、地域全体で

よく話し合うことが必要です。

＜事業例＞

① ボランティア活動（交通安全、防犯ﾊﾟﾄﾛｰﾙ、防災・雪対策など）

② 児童健全育成事業（見守り隊、子育て支援など）

③ 環境美化事業（省エネ、クリーン作戦、花いっぱい運動など）

④ 地域交流事業（地域住民のふれあい交流事業、文化、レクリエ

ーションなど）

⑤ 地域活動担い手育成事業（研修会、学習会など）

⑥ 情報共有推進事業（地域広報誌の発行など）

７．補助金申請の審査基準

補助金審査にあっては 「公益性 「有効性 「妥当性」の３つの、 」 」

視点に基づき行うものとします。

詳しくは、次ページの説明のとおりです。
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＜公益性＞

（１）補助金の交付が客観的に公益上必要であると認められること。

ア 住民自治の向上につながるもの

イ 少子高齢化社会への対策に寄与するもの

ウ 住民の福祉・健康の増進が図れるもの

エ 住民の安全で安心な生活に寄与するもの

オ 産業の発展に寄与するもの

カ 環境対策に寄与するもの

キ 住民の教育・文化・スポーツ振興に寄与するもの

ク 住民のボランティア活動を誘発するもの

（２）効果が広く住民にいきわたり、決して特定の者の利益に終わ

らないこと。

＜有効性＞

（１）行政と住民との協働化社会の構築に向けての役割分担の中で、

真に補助すべき内容であること。

＜妥当性＞

（１）補助金の対象となる経費及び補助金の使途が明確であるもの。

（２）交際費・懇親会費等の公益的事業に直結しない経費について

は対象としない。

（３）原則として、補助の限度額を設定すること。

８．補助対象とならない事業

① 行政区又は団体等が単独で行う事業

② 単なる飲食を目的とした事業

③ 営利を目的とした事業

④ 宗教活動・政治活動に関わる事業など

９．補助対象経費の取り扱い

まちづくり協議会で、承認された事業に要する経費を対象とし

ます。詳しくは、次ページの一覧のとおりです。
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＜補助対象とならない経費＞

① 補助された団体がさらに他の団体に補助する補助金（行政区

・老人会・子供会等への運営補助金）

② 多額の研修旅費・慰労的研修経費・交際費・慶弔費・人件費

・食糧費・日当などの補助事業と直接関係しない協議会運営に

要する経費など

※今後、検討していきたいと思います。

＜補助対象経費（例 ・対象外経費（例）一覧＞）

経費項目 対象となる経費（例） 補助率対象とならない経費 例( )

報 償 費 講師等への謝礼等 住民への謝礼

旅 費 講師等の交通費

会議等に出席するための交通費

講師等の宿泊費等

消 耗 品 費 事務用品・コピー用紙等の消耗品

花苗代・軍手等の消耗品等

印刷製本費 コピー代・チラシ等の印刷代等

会 議 費 会議のお茶代

講師等の弁当代等

役 務 費 切手代

振り込み手数料等

保 険 料 イベント・ボランティア保険等

委 託 料 イベント等の会場設営費等

使用料及び 会場使用料

賃 借 料 物品等の賃借料等

備品購入費 事業に必要な備品購入費等 車両購入費

そ の 他 町長が特に必要と認めたもの
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（平成２１年３月１２日配付資料）

協働のまちづくり委員会検討資料

１．町からの説明会の開催

町は、事業実施にあたり、次のとおり説明会を実施します。

① 区長会（全区長）で説明

② 区長会役員会議・区長会支部会議で説明など

２．具体的な進め方

町は、区長会支部会議を設立準備会として考えています。組織

の構成員や事業等について、検討をお願いしたいと考えています。

３．協議会の設置区域

合併前の旧町村単位に、まちづくり協議会を設置する予定です。

＜設置単位＞

① 月夜野地区 １団体

② 水 上 地 区 １団体

③ 新 治 地 区 １団体

事業を円滑に行うために、まちづくり協議会に支部組織を設置す

ることも考えられます。

支部組織の設置についても検討してください。

＜具体例（小学校区単位とした場合）＞

① 月夜野地区（桃野支部・古馬牧支部・月夜野北支部）

② 水 上 地 区（水上支部・幸知支部・藤原支部）

③ 新 治 地 区（新巻支部・須川支部・猿ヶ京支部）

まちづくり協議会（仮称）の設立に向けて



- 2 -

４．協議会の位置付け

５．構成員の選出・承諾

設立準備会で構成員を選出・承諾していただきます。また、地

域の様々な団体の代表者や地域住民が構成員となり、地域が一体

となれるように構成することが望まれます。一定の団体や地域住

民に偏らないよう配慮することも必要です。

＜考えられる構成員＞

① 行政区の代表者（区長だけではなく）

② ＰＴＡの代表者

③ ＮＰＯ法人・ボランティア団体の代表者

④ 婦人会の代表者

⑤ 老人会の代表者

⑥ 各種まちづくり団体の代表者

⑦ 各地区からの推薦人など

６．構成員名簿の作成

設立準備会で例示（P6）を参考に、名簿の作成をお願いします。

７．規約の検討・作成

設立準備会で例示（P7・8）を参考に、規約の検討・作成をお願

いします。地域の実情に合ったものを作成してください。

町民が

主体となる

組織

町民が

連携・協力

する組織

町民の

参加を推進

する組織

地域住民

に開かれた

組織

計画性

と持続性

のある組織

役割分担を

明確にした

組織

協働の

まちづくりを

推進する組織
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８．事業計画書・収支予算書の検討・作成

設立準備会で例示（P9・10）を参考に、事業計画書・収支予算

書の検討・作成をお願いします。３カ年分を作成してください。

地域の現状・課題を把握するために、聞き取り・アンケート等の

実施も考えられます。また、意見集約と事業実施における優先順位

の決定も必要となります。

H21. H22.4 H23.4 H24.4

H25.4

見直し・変更がなければ提出しない

９．協議会設置により想定できるメリット

① 地域の課題や個々の団体では解決できなかった課題が解決しや

すくなり、住みよい町を実現できます。

② 住民間の連携、各種団体間の連携が深まることで、地域に一体

感とネットワークが構築され、地域活動が活発化し、地域の活性

化が期待できます。

③ 地域の特色と個性を活かしたまちづくりを進めることで、地域

の実情や要望に即したまちづくりが展開できるようになります。

④ 町民主体のまちづくりを進めることで、地域活動が活発化し、

各地域のお互いの活動が刺激を与え合い、より良い活動に発展す

る相乗効果が期待できます。

⑤ 住民がまちづくりに参加することで、それぞれの個人が持つ個

性や能力を発揮しやすくなり、地域の担い手が育成され、地域の

活性化が期待できます。

⑥ 行政と住民との役割分担が明確になることで、協働のまちづく

りの体制が構築され、活力あるみなかみ町を実現することができ

ます。

⑦ 地域住民の皆さんが、それぞれの地域の課題や要望を話し合い、

意見をまとめ、そして地域の課題を解決することで、地域に一体

感が生まれ行政への提案がしやすくなります。

Ｈ２１年度 Ｈ２２年度 Ｈ２３年度

Ｈ２３年度 Ｈ２４年度Ｈ２２年度

Ｈ２１

申 請

Ｈ２２

申 請
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１０．設立総会の開催

設立準備会で構成員名簿・規約・事業計画書・収支予算書が出来

上がり次第、設立総会を開催することになります。

１．通帳・印鑑の作成

協議会は、補助金振込用の通帳・印鑑を作成してください。

２．補助金申請・請求・概算払

協議会は、補助金申請書・請求書を作成し、役場総合政策課に提

出してください。その後、町から補助金を概算払します。

補助金等交付申請書・補助金等交付請求書は、みなかみ町補助金

等に関する規則の書式を使用してください。

＜補助金等交付申請書に添付する書類＞

① 協議会構成員名簿（P6） １部

② 協議会規約（P7・8） １部

③ 事業計画書（P9） １部

④ 収支予算書（P10） １部

⑤ 補助金等を必要とする理由書 １部

＜補助金等交付請求書に添付する書類＞

① 補助金等交付指令書の写し １部

② 協議会通帳の写し １部

まちづくり協議会の設立後の進め方
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３．事業の実施

なるべく多くの地域住民の参加を得て事業を実施してください。

事業ごとに内容が分かる写真を撮ってください。

写真は、デジカメで撮ってください。写真データは、事業ごとに

ＣＤにコピーし、補助金等事業実績報告書に添付していただきます。

４．情報共有の推進

協議会は、地域住民との情報共有に努めていただきます。なるべ

く多くの町民が事業に参加するためには、情報の共有が不可欠です。

広報紙を発行するなどの地域住民へ情報の周知を徹底してください。

５．町との連携・協力

協議会は、町との連携・協力に努めていただきます。

６．実績報告書・事業評価調書の作成・提出

協議会は、事業完了後に実績報告書・事業評価調書を作成し、役

場総合政策課に提出してください。

補助金等事業実績報告書は、みなかみ町補助金等に関する規則の

書式を使用してください。

事業評価調書は、例示（P13）により作成してください。

＜補助金等事業実績報告書に添付する書類＞

① 事業実績書（P11） １部

② 収支精算書（P12） １部

③ 事業ごとに、事業内容が分かる写真データ（ＣＤ） 各１枚

７．補助金の精算払

町は、実績報告書により補助金の交付額を確定し、補助金を精算

払します。

概算払により交付した補助金額が、補助金交付決定額を下回った

場合は返還となり、上回った場合は差額を交付します。ただし、継

続事業は、この限りではありません。
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＜様式１－名簿＞

○△□地区まちづくり協議会構成員名簿（例示）

役 職 氏 名 住 所 電話番号 備考

会 長

副 会 長

〃

運営委員

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

書 記

〃

会 計

〃
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＜様式２－規約＞

○△□地区まちづくり協議会規約（例示）

（名称及び事務局）

第１条 この協議会は 「○△□地区まちづくり協議会（以下「協議会」とい、

う 」と称し、事務局を○○○内に置く。。）

（目的）

第２条 この協議会は、○△□地区の住民が力を合わせ、地域が一体となって

地域の特色と個性を活かしたまちづくりに取り組み、それぞれの地域の課題

や要望を話し合い、意見をまとめ、そして地域の課題を解決するとともに、

地域コミュニティの充実・強化を図ることで住みよい活力ある地域をめざす

ことを目的とする。

（事業）

、 、 。第３条 この協議会は 前条の目的を達成するため 主として次の事業を行う

(1) 地域の課題解決と地域コミュニティの充実・強化に関すること

(2) 地域行事の企画・調整・実行に関すること。

(3) 地域要望の集約（順位付け）と予算化に関すること。

(4) その他目的達成に必要なこと。

（事業費）

第４条 前条に掲げる事業に必要な経費は、町から交付される補助金を充てる

ものとする。

（構成員）

第５条 この協議会は、○○○地区の居住者及び関係者のうちで次の者で構成

する。

(1) 行政区の代表者

(2) ＰＴＡの代表者

(3) ＮＰＯ法人・ボランティア団体の代表者

(4) 婦人会の代表者

(5) 老人会の代表者

(6) 各種まちづくり団体の代表者

(7) 行政区からの推薦人
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（役員）

第６条 この協議会に次の役員を置く。

(1) 会長１名

(2) 副会長２名

(3) 運営委員○名

(4) 書記及び会計若干名。

（役員の選出）

第７条 会長と副会長は、構成員の互選とし、運営委員、書記及び会計は会長

が指名する。

（役員の任務）

第８条 会長は、この協議会を代表し、主宰する。

２ 副会長は、会長を補佐し、必要に応じて会長を代行する。

３ 運営委員は、会長及び副会長とともに、この協議会の運営について協議す

る。

４ 書記は、この協議会の事務を行い、議事を記録する。

５ 会計は、この協議会の会計を行う。

（役員の任期）

第９条 役員の任期は、３年とし、再任を妨げない。

（会議）

第10条 会議は、必要に応じて会長が招集する。

２ 会議のテーマは、構成員や行政から提案されたものをこの会議に諮り決定

する。

（支部）

第11条 この協議会に、事業を円滑に行うため支部を置くことができる。

（会計）

第12条 この協議会の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月31日とする。

附 則

この規約は、平成○年○月○日より施行する。

（別 記）
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＜様式３－事業計画書＞

平成○年度○△□地区まちづくり協議会事業計画書（例示）

事務所所在

協 議 会 名

会 長 名

事業実施 事業実施 参 加

予定年月日 予定場所 予定人数
事 業 名 事 業 目 標 事 業 内 容



- 10 -

＜様式４－収支予算書＞

平成○年度○△□地区まちづくり協議会収支予算書（例示）

事務所所在

協 議 会 名

会 長 名

収 入

補 助 金

地域広報誌掲載広告料

広 告 料

雑 収 入

支 出

報 償 費

旅 費

印刷製本費

会 議 費

役 務 費

事 業 名 予 算 項 目 積 算 内 訳予 算 額
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＜様式５－事業実績書＞

平成○年度○△□地区まちづくり協議会事業実績書（例示）

事務所所在

協 議 会 名

会 長 名

事業実施 事業実施 参 加

年 月 日 場 所 人 数
事 業 名 事 業 目 標 事 業 内 容
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＜様式６－収支精算書＞

平成○年度○△□地区まちづくり協議会収支精算書（例示）

事務所所在

協 議 会 名

会 長 名

収 入

補 助 金

地域広報誌掲載広告料

広 告 料

雑 収 入

支 出

報 償 費

旅 費

印刷製本費

会 議 費

役 務 費

事 業 名 予 算 項 目 決 算 内 訳決 算 額
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＜様式７－事業評価調書＞

平成○年度○△□地区まちづくり協議会事業評価調書（例示）

事務所所在

協 議 会 名

会 長 名

事 業 名 事 業 目 標 事業の達成状況 評価・課題


